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一般に「公園」と呼ばれるものは、営造物公園と地域制公園に大別されます。営造物公園は都市公園法に基
づく都市公園に代表されます。この都市公園とは、計画的な「まちづくり」の一環として、都市公園法に基づき、
国や県、市町村がその土地や物件についての所有権などの権利を取得した上で、公園として整備管理するも
のです。

また、地域制公園は、自然公園法に基づく自然公園に代表されるように、国または地方公共団体が、一定区
域内の土地の権原に関係なく、その区域を公園として指定し、土地利用の制限及び一定行為の禁止や制限に
よって、自然景観を保全することを主な目的としています。

◆公園緑地の分類◆
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国の営造物公園

地方公共団体の営造物公園

国立公園、国定公園、

都道府県立自然公園

自然環境保全地域

近郊緑地保全区域・近郊緑地特別保全地区

緑地保全地区、特別緑地保全地区

風致地区

歴史的風土保全区域・歴史的風土特別保存地区

生産緑地地区

国民公園

都市公園

都市公園

その他の公園

（皇居外苑、新宿御苑、京都御苑）

（国営公園）

環境省設置法

都市公園法

自然公園法

自然環境保全法

首都圏近郊緑地保全法
近畿圏の保全区域の整備に
関する法律

都市計画法

古都における歴史的風土の
保存に関する特別設置法

生産緑地法

都市緑地法

１．都市公園とは
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本県の公園制度体系

公

園

街区公園（居住区の住民利用を目的とする公園）

近隣公園（居住区の住民利用を目的とする公園）

地区公園（居住区の住民利用を目的とする公園）

総合公園（都市全体の基幹公園－富岩運河環水公園等）

都市緑地（都市の自然環境の保全、景観の向上）

射水丘陵地区周辺の総合的なﾚｸﾘｴｰｼｮﾝの場の提供

嘉例沢森林公園 猿倉山森林公園等

その他 緑地など

市町村独自の公園制度

観光レクリエーション地区施設として整備

－婦中町自然公園 東福寺野自然公園

－元気の森公園、富岩運河等

港湾環境整備施設としての緑地整備

農業集落居住者の憩いの場の提供

都市公園―太閤山ランド、新港の森
自然風致公園―頼成の森、自然博物園、野鳥の園

地域の保護及び利用の増進のため知事が指定

呉羽丘陵県定公園等１２公園

緩衝緑地（公害の防止、緩和－新港の森等）

広域公園（広範囲の人々のﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ目的-太閤山ランド等）

広場公園（中心市街地の商業、業務系利用者の休憩）

優れた自然風景地の保護と利用を図るため
環境大臣が指定
－中部山岳国立公園・白山国立公園

優れた自然風景地の保護と利用を図るため
県の申し出により環境大臣が指定
－能登半島国定公園

優れた自然風景地の保護と利用を図るため
知事が指定
－朝日県立自然公園等５公園

緑道（安全で快適な歩行者道路－荒川緑地等）

運動公園（都市全体の基幹公園－富山県総合運動公園等）

特殊公園（風致公園、動植物公園、墓園等特殊な目的）

都市公園
都市計画法
都市公園法

置県100年記念
県民公園条例

県定公園規則

自然公園法

県民公園

県定公園

港湾法 港湾緑地

その他

森林公園

家族旅行村
青少年旅行村

自然公園

その他

農村公園

県立自然公園

国定公園

国立公園

自然公園


